
資 料
（広沢中学校区）

【注意】
◆本資料は、学校規模の適正化を検討するため、
中学校区内の学校や隣接する学校の児童生徒数・
学級数の見込みを分かりやすく説明することを
目的としています。

◆本資料は、学校の組合せを例示するもので、
教育委員会が決定を行ったものではありません。

◆学校規模の適正化については、今後設置される
検討組織においてご協議の上、決定していただ
く予定です。



   望ましい学校規模の基準（１校当たりの学級数） 

 

 

 

 

 

○小学校  １２学級以上（１学年２学級以上） 

○中学校   ９学級以上（１学年３学級以上） 
 

   望ましい学級規模の基準（１学級当たりの児童生徒数） 

 

 

 

 

 

○小学校  第１・２学年 ３０人以下 

      第３～６学年 ３５人以下 

○中学校  第１～３学年 ３５人以下 

   望ましい通学時間 

 

 

 

 

○小学校・中学校  通学手段を問わず、３０分以内 

◆桐生市立小中学校適正規模・適正配置基本方針の各種基準

   学校規模の適正化に関する検討を開始する基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 学校規模の状態 

○小学校・中学校 

   ・１つ以上の学年が単学級 

   ・児童生徒数の大幅な増加が見込めない状態 
 

② 検討開始時期 

○小学校・中学校 

   ・①に該当する見込みの年度から３年遡った年度 
 

③ 検討区域 

○小学校 

   ・①に該当する場合、当該中学校区内の小学校又は隣接す

る中学校区内の小学校を検討対象の区域とする。 

○中学校 

   ・①に該当する場合、隣接する中学校区の中学校を検討対

象の区域とする。 

  ※ 検討に当たっては、当該地域の地理的特性を考慮するも

のとする。 
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小学校
（各学校の状況と主な学校の組合せ）

《小学校の場合》
・単学級 １１学級以下
・全学年単学級 ６学級
・複式学級 ５学級以下

【参考】
・単学級 ： １つの学年に１学級（クラス）のみ
・複式学級： 複数の学年を１学級（クラス）に編制
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広沢小学校
【中学校区】

広沢中学校

住⺠基本台帳に基づく就学予定者

単学級（1学年に1学級のみ）あり
⇒検討開始基準に該当

検討委員会設置

広沢小学校
桜木小学校
神明小学校

【中学校区】

広沢中学校 桜木中学校

住⺠基本台帳に基づく就学予定者
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広沢小学校
⻄小学校
南小学校

【中学校区】

広沢中学校 中央中学校

住⺠基本台帳に基づく就学予定者

広沢小学校
境野小学校

【中学校区】

広沢中学校 境野中学校

住⺠基本台帳に基づく就学予定者
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広沢小学校 相生小学校
桜木小学校 天沼小学校
神明小学校

【中学校区】

広沢中学校 桜木中学校 相生中学校

住⺠基本台帳に基づく就学予定者
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中学校
（各学校の状況と主な学校の組合せ）

《中学校の場合》
・単学級 ５学級以下
・全学年単学級 ３学級
・複式学級 ２学級以下

【参考】
・単学級 ： １つの学年に１学級（クラス）のみ
・複式学級： 複数の学年を１学級（クラス）に編制
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広沢中学校
【中学校区内の小学校】

広沢小学校

単学級（1学年に1学級のみ）あり
⇒検討開始基準に該当

校区内の児童数に基づく就学予定者

検討委員会設置

検討委員会設置

校区内の小学校が検討
開始基準に該当

広沢中学校
桜木中学校

【中学校区内の小学校】

広沢小学校

桜木小学校 神明小学校

校区内の児童数に基づく就学予定者
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広沢中学校
中央中学校

【中学校区内の小学校】

広沢小学校

⻄小学校 南小学校

校区内の児童数に基づく就学予定者

広沢中学校
境野中学校

【中学校区内の小学校】

広沢小学校

境野小学校

校区内の児童数に基づく就学予定者
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広沢中学校
桜木中学校
相生中学校

【中学校区内の小学校】

広沢小学校 桜木学校 神明小学校

相生小学校 天沼小学校

校区内の児童数に基づく就学予定者
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